
一般貸切旅客自動車運送事業法令試験問題（解答）

試験実施日 ： 令和 年 月 日

受 験 者 名 ： （事業者名）

（氏 名）

問１ 次の問題に答えて下さい。

１．一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行ごとに運行指示書を作成し、かつ、これに
より事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行うとともに、これを当該運転者に携
行させなければならないが、その運行指示書に記載しなければならない事項として法
令で定められているものを１つ正確に記入して下さい。(運輸規則第２８条の２）

（運行の開始及び終了の地点及び日時、乗務員の氏名、運行の経路並びに主な経由地に
おける発車及び到着の日時、旅客が乗車する区間、運行に際して注意を要する箇所の
位置、運送契約の相手方の氏名又は名称 他）

２．一般旅客自動車運送事業の運送約款に定める事項として、法令で規定されている事
項を１つ正確に記入して下さい。（施行規則第１２条）

（事業の種別、運賃及び料金の収受又は払い戻しに関する事項、運送の引き受けに関
する事項、運送責任の始期及び終期、免責に関する事項、損害賠償に関する事項、
その他運送約款の内容として必要な事項）

問２ 次の文章のうち正しいものには○、間違っているものには×をつけて下さい。

( × )１．旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行を中断したときは、当該自動車
に乗車している旅客のために適切な処置をしなければならないが、旅客の運送
を継続することは含まれていない。（運輸規則第１８条）

( ○ )２．一般貸切旅客自動車運送事業廃止届出書には、「廃止する理由」を記載する必
要がある。（施行規則第２５条）

( ○ )３.一般貸切旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の到着が著しく遅延した場
合は、すみやかに原因を調査し、必要と認めるときは、その概要を関係のあ
る営業所に掲示しなければならない。（運輸規則第１６条）



( × )４．一般貸切旅客自動車運送事業者は、運送を引き受けた場合には、当該運送の
申込者の任意により、運送引受書を交付することができる。
（運輸規則第７条の２）

( ○ )５．一般旅客自動車運送事業の管理の委託及び受託については、国土交通大臣の
許可を受けなければならない。（道路運送法３５条）

( ○ )６．一般旅客自動車運送事業者は、旅客に対し、不当な運送条件によることを求め
てはならない。（道路運送法第３０条)

( ○ )７．一般貸切旅客自動車運送事業者は、運賃又は料金を収受したときは、運賃又は
料金の計算基礎を記載した領収証を発行しなければならない。ただし、乗車券
を発行したときは、この限りではない。（運輸規則第１０条）

( × )８．事業者は旅客の運賃及び料金を定め、あらかじめ国土交通大臣の認可を受けな
ければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
（道路運送法第９条の２）

( ○ )９．一般貸切旅客自動車運送事業を経営するためには、道路運送法に規定されてい
る一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けなければならない。
（道路運送法第４条）

( × )10．事業者は、発地及び着地のいずれかがその営業区域外に存する旅客の運送をし
てはならない。（道路運送法第２０条）

( × )11．一般貸切旅客自動車運送事業において、営業所に配置する事業用自動車の数が
４０両の場合に必要となる運行管理者の選任数は２人である。
（運輸規則第４７条の９）

( ○ )12．道路運送法で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で自動車
を使用して旅客を運送する事業をいう。（道路運送法第２条)

( × )13．道路運送法関係法令では、事業者は旅客に対して公平かつ懇切な取扱いをしな
ければならないと規定されているが、旅客以外の公衆に対する取扱いは定められ
ていない。（運輸規則第２条）

( × )14．旅客自動車運送事業者は、事業報告書及び輸送実績報告書を毎年５月３１日ま
でに管轄する運輸支局に提出しなければならない。
（旅客自動車運送事業等報告規則第２条）



( ○ )15．事業者は、輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者のその職務を行う上での
意見を尊重しなければならない。（道路運送法第２２条の２）

( × )16．事業者は、いかなる事由があろうとも、運送の引き受け又は継続を拒絶・制限
してはならない。（道路運送法第１３条）

( ○ )17．道路運送法の目的には、公共の福祉を増進することが謳われています。
（道路運送法第１条）

( × )18．一般貸切旅客自動車運送事業とは、一個の契約により乗車定員十人以上の自動
車を貸し切って旅客を運送する一般旅客自動車運送事業である。
（道路運送法第３条）

( × )19.国土交通大臣は、一般旅客自動車運送事業の許可を受けようとする者が一年以
上の懲役又は禁錮の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることが
なくなった日から二年を経過している者であるとき、許可をすることができる。
（道路運送法第７条）

( × )20．貸切バスの営業所の名称を変更するときは、事業計画変更の認可を受ける必要
がある。（道路運送法第１５条）

問３ 次の法令の（ ）にあてはまる言葉を下の枠内から選び、記号を入れて下さい。

１．旅客自動車運送事業者は、その事業用自動車の運転者に対し、国土交通大臣が（ セ ）
で定めるところにより、主として運行する路線又は（ ナ ）の状態及びこれに対処す
ることができる（ ソ ）並びに法令に定める自動車の運転に関する事項について適切
な指導監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並び
に指導監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において（ カ ）
保存しなければならない。（運輸規則第３８条）

２．旅客自動車運送事業者は、苦情の申し出を受け付けた場合には、法令で定められた必要
事項である「苦情の内容」、「原因究明の結果」、「（ ウ ）」、「（ イ ）」、「苦情処理
を担当した者」を営業所毎に記録し、かつ一年間保存しなければならない。
（運輸規則第３条）

ア．苦情処理を行った営業所名 イ．改善措置 ウ．苦情に対する弁明の内容
エ．管轄運輸支局への連絡状況 オ．一年間 カ．三年間 キ．五年間
ク．十年間 ケ．法 コ．申請 サ．自動車 シ．教育 ス．通達
セ．告示 ソ．運転技術 タ．省令 チ．報告 ツ．記録 テ．届出
ト．運転者 ナ．営業区域 ニ．経路 ヌ．公表



３．旅客自動車運送事業者は、毎事業年度の経過後（ イ ）以内に、輸送の安全に関する
基本的な方針その他の輸送の安全に係る情報であって国土交通大臣が告示で定める事項
について、インターネットの利用その他の適切な方法により（ キ ）しなければなら
ない。（運輸規則第４７条の７）

ア．１５日 イ．１００日 ウ．６０日 エ．３０日 オ．１年
カ．法 キ．公表 ク．告示 ケ．通達 コ．命令
サ．省令 シ．報告 ス．指導 セ．届出 ソ．回答


